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 (DC2) DEI 委員会規則 

 
平成26年7月11日 制    定 

2020年９月18日 

2023年５月12日 

2025年５月16日 

一部改正 
〃 

〃 

 
（目的） 

第１条 DEI 委員会（以下「委員会」という。）は、社会及び土木界において、人材の多様

性、公平性、包摂性 (Diversity, equity, and inclusion: DEI) を尊重・受容し、強みとし

て活かす環境の実現を推進することを目的とする。 

（活動） 

第２条 委員会は次の活動を行う。 

(1) 土木学会、土木界における DEI にかかる目標設定に関すること 

(2) 土木学会、土木界における DEI にかかる施策の提案に関すること 

(3) 土木学会、土木界における DEI にかかる施策の実行に関すること 

(4) その他、土木学会、土木界の DEI に関すること 

（構成） 

第３条 委員会は、必要に応じて幹事会を設置することができる。また、委員会の下部に期

間を限定して小委員会等を設置できる。 

２ 委員会の構成員を次のように定める。 

(1) 委員長１名、幹事長１名を置き、委員は 30 名以内とする。 

(2) 委員会は必要に応じて副委員長、副幹事長を置くことができる。 

(3) 委員会は顧問を置くことができる。 

３ 役職者の業務は次のとおりとする。 

(1) 委員長は委員会を代表し、委員会活動を総括する。 

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたるときは、委員長の職

務を代行する。 

(3) 幹事長は委員会の会務を総括する。 

(4) 副幹事長は幹事長を補佐する。 

(5) 顧問は委員会の会務に助言を与えることができる。 

４ 小委員会等には委員長を置く。小委員会等の構成員の人数は必要最小限とする。 

（委員長・委員等の選出方法と任期） 

第４条 委員長・委員等の選出方法は次のとおりとする。 

(1) 委員長は、現委員の推薦により選出され、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
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(2) 副委員長、幹事長、副幹事長は、会員の中から委員長が選任する。 

(3) 委員は、委員長が選任する。 

(4) 小委員会等の委員長は、委員長が選任する。 

(5) 小委員会等の構成員は、小委員会等の委員長が選任する。 

２ 委員等の任期は原則として２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 顧問の任期は１年とする。 

（委員会の運営） 

第５条 委員会は委員長が招集する。また、委員長は、必要に応じて文書もしくは電磁的方

法をもって委員の意見を集め、委員会の開催に代えることができる。 

（事務局） 

第６条 委員会の担当事務局は、会員・企画課とする。 

（規則の変更） 

第７条 この規則の変更は、委員会における承認を経て、理事会において行う。 

 

附則 本規則に定めのない事項で重要な案件が生じた場合は、委員会において協議し、部門

会議に諮って決定するものとする。 

附則  この規則は、平成 26 年７月 11 日から施行する。 

附則（2020 年９月 18 日  理事会議決） この変更規則は、2020 年９月 18 日から施行する。 

附則（2023 年５月 12 日  理事会議決） この変更規則は、2023 年５月 12 日から施行する。 

附則（2025 年５月 16 日  理事会議決） この変更規則は、2025 年５月 16 日から施行する。 

 


